
 

平
成
二
四
年
五
月
二
三
日
に
平
成
二
四
年
度
江
戸
川
区

議
会
臨
時
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
私
の
本

年
度
の
新
し
い
役
職
が
左
記
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た

の
で
ま
ず
は
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

文
教
委
員
会 

委
員
長 

災
害
対
策
・
街
づ
く
り
推
進
特
別
委
員
会 

委
員 

 

の
要
職
に
就
任
し
ま
し
た
。
二
回
目
の
文
教
委
員
会
の
委
員

長
を
引
き
受
け
ま
す
。
ひ
き
つ
づ
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。 

  

第
二
回
定
例
会
の
内
容 

 
 

 

六
月
二
一
日
か
ら
七
月
三
日
の
会
期
で
区
議
会
第
二
回
定

例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
定
例
会
に
お
い
て
、
以
下

の
こ
と
が
議
案
と
し
て
上
が
り
そ
れ
ぞ
れ
議
決
さ
れ
ま
し

た
。 

１
．
江
戸
川
区
一
般
会
計
の
補
正
予
算
と
し
て
新
た
に
二
五

二
，
六
〇
一
千
円
計
上
さ
れ
ま
し
た
。
歳
出
の
主
な
内

訳
は
、
下
記
の
表
の
通
り
で
す
。 

 

２
．
江
戸
川
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
が

成
立 

こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
地
方
公
共
団

体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
確
保
に

係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
を
踏
ま
え
、
区
が

実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
の
財
源
を
確

保
す
る
た
め
、
平
成
二
六
年
度
か
ら
平
成
三
五
年
度
ま
で
の

一
〇
年
間
、
特
別
区
民
税
の
均
等
割
の
税
率
を
五
〇
〇
円
引

き
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

３
．
江
戸
川
区
暴
力
団
排
除
条
例
が
成
立 

区
民
の
安
全
で
平
穏
な
生
活
を
確
保
し
、
事
業
活
動
の
健
全

な
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
区
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
活
動

に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
て
あ
り
ま
す
。 

○
基
本
理
念 

○
区
の
責
務 

○
区
民
等
の
責
務 

○
青
少
年
に
対
す
る
措
置
及
び
教
育
等
に
対
す
る
支
援 

○
区
民
等
の
安
全
確
保
の
た
め
の
措
置 

 

４
．
江
戸
川
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

登
録
制
の
自
転
車
駐
輪
場
四
カ
所
に
つ
い
て
、
機
械
式
の
設
備

を
設
置
す
る
等
の
整
備
を
し
た
う
え
で
、
他
と
同
様
の
使
用
料

制
の
自
転
車
駐
車
場
と
し
て
新
た
に
設
置
す
る
。 

場
所 

○
京
成
小
岩
駅
東
口
駐
輪
場 

 

一
二
九
台 

○
京
成
小
岩
駅
南
口
駐
輪
場 

 

一
一
五
台 

○
京
成
小
岩
駅
北
口
駐
輪
場 

 

一
八
一
台 

○
京
成
小
岩
駅
北
二
号
駐
輪
場 

一
四
四
〇
台 

区政報告 平成24年7月号 Vol . ６ 

江戸川区 平成24年初夏号 

平成24年度の役職が決定!       

      補正予算と成立した条例について   

健康費 定期予防接種費他 日本脳炎予防接種について

勧奨拡大とMRワクチンの未接種者への強化 

179,856千円 

土木費 消防団補助費他 消防少年団の消防防災実践活

動に必要な資器材の購入 

 1,060千円 

教育費 木全・手嶋育英事業基金積立金   10千円 

        歳出合計 252,601千円 

福祉費 心身障害者施設整備費他 

旧東葛西学童クラブ耐震補強工事費負担金 

30855千円 

区民生活費 野村・立井国際交流基金積立金 195千円 

総務費 区政案内関係費 

広報資料の電子記録化業務委託料 

40,625千円 

平成24年度補正予算の内容（単位：千円）歳出 



 
 １

．
与
野
党
協
議
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針 

２
．
社
会
保
障
制
度
は
、
自
民
党
の
考
え
方
が
全
面
的
に
反
映 

３
．
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
総
崩
れ 

 
6

月1
5

日
、
自
民
党
・
公
明
党
・
民
主
党
の
３
党
は
「
社
会
保
障
と
税
一
体
改

革
関
連
法
案
」
に
つ
い
て
合
意
し
、
わ
が
党
が
求
め
た
修
正
を
行
っ
た
上
で
社

会
保
障
と
税
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
法
案
を
提
出
し
ま
し
た
。
会
期
末2

1

日
ま

で
に
衆
議
院
で
法
案
を
採
決
・
可
決
す
る
約
束
で
し
た
が
、
民
主
党
内
の
混
乱

に
よ
っ
て
日
程
は
ず
れ
込
み
、26

日
、
賛
成
多
数
で
衆
議
院
可
決
い
た
し
ま
し

た
。 

 

少
子
高
齢
化
が
大
き
く
進
展
す
る
わ
が
国
に
お
い
て
持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
世
界
各
国
が
経
済
財
政
危
機
に
直
面
す
る

中
で
日
本
が
財
政
再
建
と
経
済
成
長
の
両
立
に
よ
る
再
生
へ
向
け
て
大
き
な

一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

採
決
で
は
与
党
民
主
党
か
ら5

7

名
の
造
反
者
が
出
ま
し
た
。
野
田
総
理
が

最
重
要
法
案
と
位
置
付
け
る
一
体
改
革
で
さ
え
、
党
内
を
一
本
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
も
は
や
民
主
党
政
権
の
政
権
運
営
能
力
の
限
界
は
明
ら
か

で
す
。 

１
．
与
野
党
協
議
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針 

 

社
会
保
障
と
税
の
与
野
党
協
議
を
ス
タ
ー
ト
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
が
党

は
、
３
つ
の
基
本
方
針
を
も
っ
て
臨
み
ま
し
た
。  

 

（
１
）
一
つ
は
、
６
月
１
５
日
ま
で
に
結
論
を
得
て
、
会
期
末
６
月
２
１
日
ま
で

に
採
決
を
す
る
こ
と
。 

 

（
２
）
二
つ
目
は
、
社
会
保
障
の
協
議
を
先
行
し
て
行
い
、
そ
の
合
意
を
得
た

上
で
税
の
合
意
を
得
る
こ
と
。
あ
く
ま
で
全
体
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
の
合
意

で
あ
っ
て
、
税
だ
け
の
合
意
や
一
部
の
パ
ー
ツ
の
み
で
合
意
は
な
い
。 

 

（３
）
三
つ
目
は
、
社
会
保
障
で
の
合
意
の
前
提
は
、
自
民
党
が
提
案
し
た
「
社

会
保
障
制
度
改
⾰
基
本
法
案
（骨
子
）
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。 

 

６
月
８
日
の
与
野
党
協
議
開
始
以
来
、
わ
が
党
は
こ
の
基
本
方
針
を
堅
持
し

つ
つ
精
⼒
的
な
協
議
を
続
け
て
き
ま
し
た 

 

２
．
社
会
保
障
制
度
は
、
自
民
党
の
考
え
方
が
全
面
的
に
反
映 

 

民
主
党
が
修
正
合
意
の
上
、
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
自
民
党
の
「
社
会

保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
」で
は
、
ま
ず
、
第
一
の
「
目
的
規
定
」
で
、
こ
の
法

案
は
我
々
の
政
権
時
代
に
策
定
し
た
「
平
成2

1

年
税
制
改
正
附
則10

4

条
の
規

定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
社
会
保

障
制
度
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
る
」
と
し
て
お
り
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
基
本
方
針
は
、
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

や
本
年2

月1
7

日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
で
は
な
く
、

自
民
党
の
考
え
方
が
ベ
ー
ス
に
な
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

●
ま
た
、
第
二
項
の
「
基
本
的
な
考
え
方
」
で
は 

－ 

自
助
・
共
助
・
公
助
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
に
留
意
し
、
自
立
を
家
族
の
助
け
合
い
な

ど
を
通
じ
て
支
援
し
て
い
く 

－ 

税
金
や
社
会
保
険
料
を
納
付
す
る
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
負
担
の
増
大
を
抑
制
し

つ
つ
、
持
続
可
能
な
制
度
を
実
現
す
る 

－ 

国
民
が
広
く
受
益
す
る
社
会
保
障
の
費
用
を
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
広
く
公
平
に
分

か
ち
合
う
観
点
な
ど
か
ら
、
社
会
保
障
給
付
に
要
す
る
公
費
負
担
の
費
用
は
消
費
税

収
を
主
要
な
財
源
と
す
る
な
ど
、
自
民
党
の
社
会
保
障
政
策
の
基
本
理
念
が
全
面
的

に
反
映
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。  

●
公
的
年
金
制
度
、
医
療
保
険
制
度
、
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
は 

 

「
社
会
保
険
制
度
を
基
本
」
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
各
分
野
で
国

民
の
負
担
の
適
正
化
や
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
の
適
正
化
な
ど
必
要
な
改
革
の
実
施
を
規

定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
少
子
化
対
策
で
は
、
単
に
子
育
て
に
対
す
る
支
援
に
と
ど
ま

ら
ず
、
就
労
、
出
産
、
育
児
等
の
各
段
階
に
応
じ
た
支
援
を
幅
広
く
行
う
。
待
機
児
童

に
関
す
る
問
題
を
解
消
す
る
た
め
の
即
効
性
の
あ
る
施
策
を
推
進
す
る
と
い
っ
た
わ

が
党
の
考
え
方
が
そ
の
ま
ま
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
生
活
保
護
制
度
の
見

直
し
で
は
不
正
受
給
へ
の
厳
格
な
対
処
、
生
活
扶
助
、
医
療
扶
助
等
の
給
付
水
準
の

適
正
化
、
就
労
の
促
進
な
ど
、
自
助
を
基
本
と
し
た
わ
が
党
の
生
活
保
護
制
度
の
見

直
し
の
方
針
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

３
．
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
総
崩
れ 

●
今
回
の
三
党
協
議
に
基
づ
く
合
意
文
書
及
び
「
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
」

に
よ
り
、
公
的
年
金
制
度
及
び
高
齢
者
医
療
制
度
に
か
か
る
改
革
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
、
三
党
協
議
、
そ
し
て
社
会
保
障
改
革
国
民
会
議
の
議
論
を
経
て
、
必

要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
じ
る
と
の
仕
組
み
が
組
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
三
党
協
議
や

国
民
会
議
で
決
定
す
る
項
目
に
は
当
然
に
施
策
の
実
施
時
期
も
含
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
基
づ
く
新
年
金
制
度
の
創
設
や
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
廃
止
の
た
め
の
法
案
を
こ
の
通
常
国
会
や
来
年
の
国
会
に
提
出
す
る
と
い
う
方

針
は
白
紙
に
戻
り
、
実
質
上
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
撤
回
と
な
り
ま
し
た
。 

●
ま
た
、
「社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
」
で
は
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、

「
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
等
を
踏
ま
え
」
、
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
「
状
況
等

を
踏
ま
え
」
と
さ
れ
て
お
り
、
自
民
党
の
主
張
通
り
現
行
制
度
を
ベ
ー
ス
に
議
論
が
始

ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

略歴 

  昭和４２年３月１３日 

  江戸川区一之江生まれ 
 

一之江小学校、松江第五中学校卒業 

東海大学付属浦安高等学校卒業 

東海大学文学部英文科卒業 

平成１２年 社団法人東京青年会議所 理事・政治行政室室長 

平成１５年 江戸川区議会議員初当選(現在3期目) 

平成２３年 区議会自由民主党 幹事長 

 現 在  文教委員会 委員長 

      災害対策・街づくり推進特別委員会 委員 

       

         「社会保障と税一体改革」について 


